
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
九
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年

総
務
省
告
示
第
五
百
十
三
号
（
三
・
九
世
代
移
動
通
信
シ
ス
テ
ム
の
普
及
の
た
め
の
特
定
基
地
局
の
開
設
に
関
す
る
指

針
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
八
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

第
九
項
第
一
号

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（二）

無
線
設
備
規
則
及
び
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

（二）
平
成
二
十
四
年
総
務
省
令
第
五
十
九
号
）
第
一
条
に
よ
る
改
正
前
の
無
線
設
備
規
則
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「

旧
無
線
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
十
九
条
の
十
六
及
び
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
特
定
ラ
ジ

オ
マ
イ
ク
及
び
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
の
無
線
局

第
九
項
第
二
号

中
「
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
」
を
「
無
線
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ

（二）

ク
の
無
線
局
若
し
く
は
同
規
則
第
四
十
九
条
の
十
六
の
二
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
特
定
ラ
ジ
オ
マ
イ
ク
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
六
２

中
「
無
線
設
備
規
則
」
を
「
旧
無
線
設
備
規
則
」
に
改
め
る
。

（五）


